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保険料・利用者負担金の改定
介護保険制度改正に伴う

● 

介
護
保
険
料
が
変
わ
り
ま
し
た

● 

介
護
老
人
福
祉
施
設
の

　 

入
所
基
準
が
変
わ
り
ま
し
た

● 

食
費
・
居
住
費
の
補
足
給
付

　 

の
適
用
条
件
が
変
わ
り
ま
す

● 

利
用
者
負
担
段
階
区
分
の

　 

一
部
新
設

● 

介
護
保
険
の
財
源

基
準
額
年
額
６
９
６
０
０
円

（
月
額
５
８
０
０
円
）
※
平
成
27
年
４
月
～

　
65
歳
以
上
の
介
護
保
険
料
は
、市
の
介
護
サ
ー

ビ
ス
総
費
用
が
ま
か
な
え
る
よ
う
算
出
さ
れ
た

「
基
準
額
」を
も
と
に
決
ま
り
ま
す
。
基
準
額
は
、

市
で
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
総
費
用
に
65
歳

以
上
の
人
の
負
担
分
22
％
を
乗
じ
、
65
歳
以
上

の
人
数
で
割
っ
た
も
の
で
す
。
第
6
期（
平
成
27

～
29
年
）の
保
険
料
は
、
住
民
税
の
課
税
状
況
な

ど
に
応
じ
て
9
段
階
別
に
設
定
し
て
い
ま
す
。

（
段
階
の
詳
細
は
次
ペ
ー
ジ
参
照
）

　
今
後
、
高
齢
者
人
口
の
増
加
な
ど
に
よ
り
、

介
護
サ
ー
ビ
ス
利
用
者
の
増
加
が
予
想
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
平
成
27
年
度
か
ら
３
年
間
に
必
要

な
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
総
費
用
は
、
約
４
０
１
億

円
を
見
込
ん
で
い
ま
す
。

　
平
成
27
年
4
月

か
ら
、
介
護
老
人

福
祉
施
設
（
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
）

へ
の
新
規
入
所
基

準
は
、
原
則
、
要

介
護
3
以
上
の
人

と
な
り
ま
し
た
。

　
た
だ
し
、
継
続
入
所
の
人
や
要
介
護
1
・

2
の
人
で
も
、
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る

場
合
な
ど
、
特
例
的
に
入
所
が
認
め
ら
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
平
成
27
年
8
月
か
ら
、
配
偶
者
が
住
民
税

課
税
者
で
あ
る
場
合
や
、
預
貯
金
な
ど
が
※
一

定
額
を
超
え
る
場
合
な
ど
は
食
費
・
居
住
費

の
補
足
給
付
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
遺
族
年
金
・
障
害
年
金
が
補
足
給

付
要
件
の
収
入
と
し
て
勘
案
さ
れ
ま
す
。

※
単
身
１
０
０
０
万
円

　
夫
婦
２
０
０
０
万
円

　
介
護
保
険
の
運
営
に
必
要
な
財
源
の
半
分

は
国
・
県
・
市
町
村
が
負
担
し
、
残
り
を
65

歳
以
上
の
人
（
第
１
号
被
保
険
者
）
が
22
％
、

40
歳
か
ら
64
歳
ま
で
の
人
（
第
2
号
被
保
険

者
）
が
28
％
負
担
す
る
保
険
料
で
賄
う
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
平
成
27
年
8
月
か
ら
、
利
用
者
負
担
段
階

区
分
に
「
現
役
並
所
得
相
当
４
４
４
０
０
円
」

が
新
設
さ
れ
ま
す
。

・
同
一
世
帯
に
課
税
所
得
１
４
５
万
円
以
上

　
の
第
１
号
被
保
険
者
が
い
て
、
年
収
が
単

　
身
世
帯
３
８
３
万
円
以
上
、
2
人
以
上
世

　
帯
５
２
０
万
円
以
上
の
人

● 

利
用
者
負
担
割
合
の
変
更

　
平
成
27
年
8
月
か
ら
、
一
定
以
上
の
所
得

が
あ
る
人
が
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し

た
場
合
の
負
担
割
合
は
、
１
割
か
ら
２
割
へ

変
更
さ
れ
ま
す
。

　
ま
た
、
要
支
援
・
要
介
護
の
認
定
を
受
け
て

い
る
人
に
は
、
利
用
者
負
担
割
合
を
記
載
し
た

「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」
を
送
付
し
、
今
後
、

認
定
を
受
け
た
人
に
も
発
行
さ
れ
ま
す
。

・
本
人
の
合
計
所
得
金
額
が
１
６
０
万
円
以
上

・
同
一
世
帯
の
第
１
号
被
保
険
者
の
年
金
収

　
入
＋
そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額
が

　
→
単
身
世
帯
２
８
０
万
円
以
上
の
人

　
→
2
人
以
上
世
帯
３
４
６
万
円
以
上
の
人

<

対
象>  
※
ど
ち
ら
も
該
当
す
る
人

<

対
象>

　平成 27 年度から 3 年間の保険料・利用者負担金は、介護保
険制度改正に伴い策定した「八代市高齢者福祉計画・第 6 期八
代市介護保険事業計画」に基づき改定します。また、介護老人
福祉施設の入所基準や食費・居住費の補足給付の適用条件も変
わります。

問合せ　　長寿支援課　☎３２－１１７５

介護保険給付費と認定者数の推移
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